
 

 

別表１－１【無料相談会・窓口相談】（既存） 
市区町村が実施する創業支援等事業（大船渡市） 

創業支援等事業の目標 

大船渡市では、事業者の創業支援として、創業支援担当窓口（商工企業課）が、随時相談に

応じている。平成25年11月からは、月２回程度「起業、経営等無料相談会」を定期的に開催し

ていたが、令和６年11月からは、産業支援コーディネーターを配置し、起業、経営等の無料相

談に随時対応しており、令和２年度から５ヵ年の相談実績は114人、年平均23人となっている。 

地域経済の新たな底上げを図るため、さらなる起業・創業の掘り起こしなど、産業の活性化

に向けた支援を推進することとしており、創業支援担当窓口である商工企業課では、産業支援

コーディネーターによる創業希望者からの相談対応、補助金等の制度紹介及びセミナーや塾開

催の案内等、各支援機関と連携しながら、伴走型支援による相談体制の強化を図ることで、年

間30人の相談者数を目標とする。 

また、令和２年度から５ヵ年の実績として、創業支援担当窓口（商工企業課）及び「起業・

経営等無料相談会」への相談者のうち、20％の23人（年平均4.6人）が創業しており、継続的に

相談体制の強化を図りながら、年間12人の創業を目標とする。 

 

（目標数） 

・創業支援対象者数：30人 創業者数：12人 

創業支援等事業の内容及び実施方法 

１ 創業支援等事業の内容 

(1) 起業、経営等無料相談会 

新たな創業や事業の二次展開による創業を検討している方、創業後間もない方などを対

象とした「起業・経営等無料相談会」に随時対応する。 

相談時間は、原則１組につき90分間までとし、創業に向けた補助金申請の書類作成や定

期的なサポート等を実施することで、創業希望者を支援する。 

 

(2) 市区町村での窓口相談 

大船渡市では、産業支援コーディネーターを配置し、創業希望者のワンストップ相談窓

口として、各支援機関や補助金制度の紹介等を実施できる体制をつくり、随時、創業希望

者からの相談に対応する。 

今回の創業支援等事業計画に関しても、商工企業課が総合窓口となって各支援団体との

連絡調整を行う。 

市立図書館にビジネス支援コーナーを設置し、利用者からの相談については産業支援コ

ーディネーターが対応する。 

 

 (3) 創業に必要となる要素別の各連携機関の役割は以下とする。 

ア 地域資源の活用の仕方（地域に眠る宝への気づき） 

岩手大学研究支援・産学連携センターの協力により、大船渡市の地域資源である海産

物、農林畜産物及び景観の有効活用に関する分析と大学のシーズとのマッチングによる

事業化に関するアドバイスを実施する。 

大船渡市は、地域資源の活用に関する施策（支援補助金等）による支援を実施する。 

イ ターゲット市場の見つけ方 

大船渡商工会議所や岩手大学研究支援・産学連携センターが、市場ニーズを把握し、

情報提供する。 

また、大船渡市は、力を入れ伸ばしていきたい市場について、ニーズ調査や事業者が

行う調査への支援を実施する。 

ウ ビジネスモデルの構築の仕方 

大船渡商工会議所、産業支援コーディネーター及び地域金融機関が、ニーズへの対

応、採算性等についてアドバイスを実施する。 

また、大船渡商工会議所主催の大船渡ビジネスアカデミー（大船渡市協力（補助金交

付））を実施し、ビジネスモデル構築に向けた講座を行うほか、財務、経営、人材育成

及び販路開拓等のアドバイスを行い、ビジネスモデルの精緻化の支援を実施する。 



 

 

エ 売れる商品・サービスの作り方 

岩手大学研究支援・産学連携センターが、大学の研究シーズの提供やデザイン等の支

援を実施する。 

また、大船渡商工会議所による商品開発等のための個別相談、産業支援コーディネー

ターによる個別相談及び大船渡ビジネスアカデミーによる個別支援を実施する。 

オ 適正な価格の設定と効果的な販売方法 

大船渡商工会議所による販路開拓等のための個別相談、産業支援コーディネーターに

よる個別相談及び大船渡ビジネスアカデミーによる個別支援を実施する。 

カ 資金調達 

大船渡市が、中小企業資金融資斡旋による制度融資を行う。 

また、大船渡商工会議所が、資金調達へのアドバイスを行うとともに、融資申請に関

する支援及び産業支援コーディネーターによる補助金申請書の作成サポートを実施す

る。 

併せて、地域金融機関による事業計画の確認と資金融資を行う。 

キ 事業計画書の作成 

・ 大船渡ビジネスアカデミーにおいて、事業計画書の作成に向けた講義、演習及びサ

ポートを実施する。 

・ 大船渡商工会議所による個別支援や産業支援コーディネーターによる支援を実施す

る。 

・ 起業等の意識向上や潜在的なビジネスプランの発掘とその具現化を促進することを

目的として、大船渡ビジネスプランコンテストを実施する。対象者別にドリーム部門

及びビジネス部門を設け、成績優秀者を表彰する。 

また、応募に先立ち、プラン作成やブラッシュアップのための個別相談等を実施す

るとともに、コンテスト後においては、主にビジネス部門入賞者を対象にプランの具

現化に向けた伴走支援を行う。 

・ 岩手大学との共同研究として、起業や第二創業、事業拡大、商品開発等の新たな取

組に興味・関心がある方等を対象とする座学やワークショップ等を実施し、起業や第

二創業、事業拡大等に向けた意欲の向上を図る。 

ク 許認可、手続き 

商工企業課が、創業手続きや許認可について、アドバイスと関係機関への連絡を行

う。 

また、大船渡商工会議所による経営相談や産業支援コーディネーターが従事する「起

業・経営等無料相談会」においてアドバイスを実施する。 

ケ コア事業の事業展開の可能性や関連事業への拡大可能性 

大船渡市、大船渡商工会議所、岩手大学研究支援・産学連携センターが連携し、創業

後の事業展開や新分野への進出可能性等についてアドバイスを行う。 

 

(4) 創業支援機関との連携 

創業支援等事業を利用した創業希望者の情報（創業支援等事業の利用状況、相談内容、

創業予定時期等）は、大船渡市が管理し、必要に応じて支援機関に情報提供を行いなが

ら、創業実現までの支援を行う。 

 

(5) 特定創業支援等事業について 

ア 特定創業支援等事業を実施する際の個人情報については、事業を実施する者及び大船

渡市が個人情報を管理する。 

創業支援対象者情報は、個人情報保護に配慮しつつ、大船渡市が一元管理を行い、名

簿や受講状況集計表等を反映させた「創業支援カルテ」を作成し、創業支援機関との共

有を図る。  

イ 「特定創業支援等事業」による証明書の発行は、発行条件を満たした者からの申請書

の提出を受け、大船渡市による申請書の書面確認により発行する。 

証明書の発行を受けた者に対しては、その後の創業状況や実績報告等を記載した「創

業状況報告書」等を提出させることとする。 



 

 

 

(6) 各事業の共通事項について 

ア 創業後については、認定経営革新等支援機関である大船渡商工会議所、地域金融機関

及び岩手大学研究支援・産学連携センター等が連携して支援を継続する。 

イ 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められる事業を行う創業者に対し

ては、支援を行わないものとする。 

また、業種だけでは判断が難しい事業は、必要に応じ確認書等の提出を求め、事業内

容に問題があると認められる場合は、支援を行わないものとする。 

 

２ 創業支援等事業の実施方法 

(1) 起業・経営等無料相談会 

    大船渡市は、産業支援コーディネーターを配置し、創業希望者等からの相談について的

確な支援を実施する。 

 

(2) 市区町村での窓口機能 

ア 大船渡市：窓口相談による個別支援、特定創業支援等事業認定窓口の設置、市立    

図書館ビジネス支援コーナーで創業関連情報の提供 

イ 大船渡商工会議所：窓口相談による個別支援（日本政策金融公庫が職員を派遣して、

創業計画書の最終チェック、融資実行、資金繰りの個別相談も実施）、創業関連融資の

斡旋紹介、経営相談、創業計画書のブラッシュアップ、大船渡ビジネスアカデミーでの

事業計画作成サポート等 

  ウ 岩手大学研究支援・産学連携センター：大学の研究シーズ等とのマッチング支援によ

る商品開発等 

 

３ その他 

相談者の創業準備状況等については、大船渡市が定期的な聞き取りを実施する。 

創業後についても、大船渡商工会議所による融資等の斡旋、経営相談及び大船渡ビジネス

アカデミーでの事業計画作成サポート、岩手大学研究支援・産学連携センターとの連携によ

る大学の研究シーズ等とのマッチングによるサポート等の支援体制を充実させながら、創業

者の経営支援等を継続的に実施する。 

計画期間 

平成26年１月22日～令和13年３月31日 

変更箇所については令和７年12月25日～令和13年３月31日 



 

 

別表２－１【大船渡ビジネスアカデミー】（拡充）（特定創業支援等事業） 

市区町村以外の者が実施する創業支援等事業 

実施する者の概要 

(1) 氏名又は名称 

  大船渡商工会議所 

(2) 住所 

  岩手県大船渡市盛町字中道下２番地25 

(3) 代表者の氏名 

  会頭 米谷春夫 

(4) 連絡先 

  担当 事務局長 小原勝午 

電話 0192－26－2141 

FAX  0192－27－1010 

創業支援等事業の目標 

 平成28年度まで大船渡市と東北未来創造イニシアティブが連携し、①地域を牽引するリーダ

ーの輩出、②塾生同士の繋がりの創出、③個々の事業構想の完成―を目的に開催した『人材育

成道場「未来創造塾」』の後継事業として、大船渡商工会議所の主催により、第二創業や事業

拡大を目指す企業の経営者及び後継者、創業後の事業拡大を目指す創業者等を対象にした大船

渡ビジネスアカデミー（大船渡市協力）を実施する。 

 また、大船渡市との共催により、創業に興味のある方や創業を検討中の方などを対象とする

創業セミナーの開催についても検討を行うこととする。 

 

≪支援目標≫ 

 平成28年度まで実施した『人材育成道場「未来創造塾」』の実績は、平成27年度から２ヵ年

の支援対象者数が14人（平成27年度（第３期）９人、平成28年度（第４期）５人）、年平均7.0

人であった。 

平成29年度に開講した大船渡ビジネスアカデミーでは、大船渡商工会議所と大船渡市が連携

し、将来の地域経済の中核を担うべき経営人材を積極的に取り込むこととしており、受講生３

名を１グループとし、４グループ体制での実施を計画していることから、12人を支援目標とし

て設定する。 

 また、創業実現については、前身の『人材育成道場「未来創造塾」』における平成27年度か

ら２ヵ年の創業実績は１件（年平均0.5件）、大船渡ビジネスアカデミーにおける令和２年度か

ら５ヵ年の創業実績は２件であり、大船渡市と大船渡商工会議所が連携しながら、大船渡ビジ

ネスアカデミー受講生（修了生含む）に対して決め細やかなフォローを展開していくことによ

り、年間２人の創業を目標とする。 

 

 （目標数） 

 ・創業支援対象者数：12人 創業者数：２人 

創業支援等事業の内容及び実施方法 

１ 創業支援等事業の内容 

  市内での受講希望者を募り、以下のとおり、年１回塾形式で１ヶ月以上にわたりアカデミ

ーを実施し、「特定創業支援等事業」とする。 

  また、大船渡市主催の「大船渡なりわい未来塾」からのステップアップ支援として位置付

け、同未来塾受講後に創業した者もスキルアップの場として大船渡ビジネスアカデミーを受

講できるものとする。 

なお、「特定創業支援等事業」の証明書を発行する条件は、アカデミー全体の８割以上に

出席し、財務、経営、人材育成及び販路開拓の全てを学ぶとともに、自身の経営方針や経営

計画について自ら又はグループで最終発表した者とする。 

 

 

 

 



 

 

 

＜アカデミーの内容＞ 

回数（開催予定） 時間 内容（予定） 

第１回（７月頃） 約６時間 
地域企業の経営者等による地元学と講師による経営戦略に

係る勉強会【経営・人材育成】 

第２回（７月頃） 約６時間 講師による財務・会計に係る勉強会【財務】 

第３回（８月頃） 約６時間 講師による財務・会計に係る勉強会【財務】 

第４回（８月頃） 約６時間 講師による経営力強化に係る勉強会【経営】 

第５回（９月頃） 約６時間 講師によるマーケティングに係る勉強会【販路開拓】 

第６回（10月頃） 約６時間 
講師による組織運営と人材育成に係る勉強会【経営・人材

育成】 

第７回（10月頃） 約６時間 
講師による経営戦略と経営計画に係る勉強会【経営・財

務・販路開拓・人材育成】 

第８回（11月頃） 約６時間 
講師による経営計画に係る勉強会【経営・財務・販路開

拓・人材育成】 

第９回（11月頃） 約６時間 
受講生又は受講生グループによる経営計画の発表【経営・

財務・販路開拓・人材育成】 

その他 随時 
講師及び大船渡商工会議所の経営指導員による個別支援相

談 

 ＜その他＞ 

① 講師 

中小企業診断士の資格を有する者で、大船渡商工会議所が適当と判断した者とする。 

なお、大船渡商工会議所の経営指導員も経営計画の作成サポートに加わる。 

② 最終発表（閉講式として公開で実施） 

   受講生は、約５ヶ月間のプログラムにより、経営方針及び経営計画を作成し発表する。 

 ③ 終了後のサポート 

   大船渡ビジネスアカデミー終了後については、創業関連の補助金申請提出及び創業に必

要なサポートを実施する。 

 ④ その他  

   大船渡市は、大船渡ビジネスアカデミーの実施に当たり、開催の周知や運営について、

主催の大船渡商工会議所に協力する。 

 

２ 創業支援等事業の実施方法 

 (1) 大船渡ビジネスアカデミーの実施方法 

大船渡商工会議所の主催（大船渡市協力）により実施する。 

大船渡商工会議所は、講師を中心として、「受講者が自ら考え、振り返り、気づきを得

ること」に留意しながら、受講生が財務、経営、人材育成及び販路開拓に係る知識を全て

習得できるように支援する。 

また、受講生から個人情報の取り扱いについて了解を得た上で、氏名、連絡先、受講内

容及び受講日等を記載した名簿を作成し、事業終了後、速やかに大船渡市へ提出する。 

 

(2) 大船渡ビジネスアカデミー終了後のサポート方法 

大船渡商工会議所は、受講生に対し、経営指導員による創業に必要なサポートを継続的

に実施するほか、創業後においても、大船渡市と連携し、融資等の斡旋、経営相談及び岩

手大学研究支援・産学連携センターとの連携による研究シーズ等のマッチングによるサポ

ート等の支援体制を充実させながら、経営支援を継続的に実施する。 

また、受講生への定期的な聞き取りを実施し、創業に向けた進捗状況の把握に努める。 

計画期間 

平成29年６月13日～令和13年３月31日 

変更箇所については令和７年12月25日～令和13年３月31日 

※本計画変更による特定創業支援等事業に関わる証明書の発行については、改正法第16回認定

日以降の申請が対象となる。 


